平成23年3月30日

栃木県知事　福田富一様

民主党栃木県連地震対策本部

　　　　　

本部長　山岡　賢次
原子力災害に関する緊急要望書
　今般の東北地方太平洋沖地震により本県も甚大な被害を受け、今なお復興にめどの立っていない状況である。さらに福島原子力発電所事故により農作物への被害のみならず、観光業への影響は計り知れないものがあり、民主党栃木県連地震対策本部としては、国に対して適切かつ強力な措置を迅速に講じるよう強く働きかけているところである。

事態の緊急性に鑑み、県政に対しても、下記の１～３についての要望を提出する。

記

1、 原子力災害対策特別措置法に基づき内閣総理大臣は農作物の出荷制限、摂取制限を行った。その結果本県の生産者や事業者に対する影響は大きく、さらには消費者への不安はつのるばかりである。国政の場においては、原子力損害賠償法による補償措置の一刻も早い実施に全力を挙げて取り組んでいるが、県政の場においても、国と並行しての経営改善措置（例えば一時金の活用や緊急を要する酪農乳業等への無利子のつなぎ融資など）を速やかに講ずることを要望する。

また出荷制限を受けていないものの、自主的な生産・出荷停止を行っている生産者等や風評被害を被った生産者等に対する補償措置を国と並行あるいは先行して行うことを要望する。

2、 事故の影響による本県の観光業への影響も甚大である。福島県と隣接する我が県の観光地への影響は大きく、今回の事故を契機に廃業へ追い込まれる旅館やホテルは今後増えることが予想される。

一方福島県より本県へ避難されている方々は、すでに2000人を超えているもののその受け入れ態勢は十分とは言えない。そこでまず第一に、国の仕組み（観光庁、厚生労働省）を用いて県内の旅館やホテルを利用し、観光業への影響を最小限に抑えることを要望する。

3、 県民の安全、安心を保つために、県内での放射性物質の検査の強化を図るとともに、飲料水においても細心の注意を図ることを要望する。また基準値を超えない品目について、国とは別に県としても安全であることのキメ細かい情報を適切に発信する事。さらに出荷制限や摂取制限のかかった品目についても適切に周知するとともに、解除になった時には県としても迅速かつ正確に情報発信をする事を要望する。
